
令和８年５月１日発行 

役場からの行政・地域情報 

（回覧板） 
 

 

高原町 
 

 

 

あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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【注意喚起】分電盤の点検に関する相談が増えています。 

自宅の固定電話に分電盤の点検の連絡があり、了承したところ「火事になるお

それがある」などと不安をあおられ、設備の交換契約をしてしまったという相談

が寄せられています。 

ご家庭の分電盤等の点検は、電力会社等が法令に基づき、原則として４年に１

回以上の頻度で実施しています。点検日時は事前に書面で通知され、点検作業員

は身分証明書を携帯しています。 

また、電話で点検日時を案内することや、訪問した点検作業員がその場で設備

交換等の契約を勧誘することはありません。 

困ったときは、下記の相談窓口をご利用ください。 

〇西諸県地域消費生活相談窓口（小林市役所市民課内） 

 電話番号  0984‐23‐1179 

 受付時間 平日９:00～12:00／13:00～16:00 

（土日祝日・年末年始を除く） 

問 総務課 行政係 ☎0984-42-2112（内線：200）  
 

高原町生ごみ処理機等購入費補助金について 
 家庭から排出される生ごみの減量化と、循環型社会を形成するために、生ごみ

処理機等の購入費用等の一部を補助します。 

１ 補助内容 

区分 補助額（円） 

生ごみ処理機 ２０，０００ 

コンポスト（処理容器） ５，０００ 

※補助金額は、処理機及び処理容器の購入金額（消費税を含む）の２分の１以内

となります。 

※商品券、ギフトカード、ポイント支払い分は対象外となります。 

※上記記載金額は補助金額の最大上限額となります。 

２ 補助対象者 

① 高原町に住所を有し、かつ居住している世帯の代表者 

② 処理機および処理容器の管理ができる者 

③ 補助対象となる処理機を購入し、家庭で使用する者 

④ 生ごみからできた堆肥を自家処理できる者 

⑤ 過去に同種の補助金を受けたことがない者 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №191 

9 

 

 

 

 

 



2 

 

⑥ 高原町における税の滞納がない者 

⑦ 高原町暴力団排除条例第２条に該当しない者 

３ 補助対象機器 

 ①家庭用生ごみ処理機であること 

 ②市場で販売されている新品で、電動式、非電動式、コンポスト容器であるこ  

と 

４ 申請方法 

 購入後６０日以内に補助金交付申請書に次の書類を添付して、町民課環境係へ

提出してください。 

 ①購入したことがわかる領収書（写しでも可） 

 ②処理機等の保証書の写し又はその本体の写真 

 ③申請者の本人確認ができる書類 

 ④町税の滞納がないことがわかる資料（税務課にて発行） 

 ⑤請求書（様式は環境係窓口にてお渡しします） 

その他、詳しい内容は下記までお問い合わせください。 

問 町民課 環境係 ☎0984-42-1067（内線：160） 
 

浄化槽設置整備事業補助金について 
町内の河川環境保全のため、汲み取り槽及び単独浄化槽から合併浄化槽への転

換促進のための補助金を交付しております。 

１ 補助内容 

区分 

補助額（円） 

単独処理浄化槽

転換 

汲み取り槽転換 新築 

５人槽 ３３２，０００ ３３２，０００ １６６，０００ 

６～７人槽 ４１４，０００ ４１４，０００ ２０７，０００ 

８～１０人槽 ５４８，０００ ５４８，０００ ２７４，０００ 

撤去費助成 ９０，０００ ９０，０００  

宅内配管工事費助

成 

１００，０００ １００，０００  

※上記記載金額は補助金額の最大上限額となります。 

２ 補助対象外となる例 

① 10人を超える浄化槽を設置する者 

② 申請年度内に浄化槽を設置することができない者 

③ 町税等を完納していない者 

④ 建売住宅、集合住宅、寄宿舎及び賃貸住宅の新築に伴い浄化槽を設置する者 

⑤ 交付決定前に着工した場合 

 その他、詳しい内容は下記までお問い合わせください。 

問 町民課 環境係 ☎0984-42-1067（内線：160） 
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高原町飼い主のいない猫等の不妊手術助成補助金について 
 飼い主のいない猫に対し、不妊手術を行うことで不必要な繁殖を抑えるため

に、費用の補助を行います。 

１ 補助内容 

 不妊手術に要する費用（耳先カット代込み） 

 ①避妊手術（雌） 

   １０，０００円/匹 

 ②去勢手術（雄） 

   ５，０００円/匹 

２ 補助対象者 

① 高原町に住所を有する１８歳以上の者又は町内に住所を有する１８歳以上

の者を代表者とする団体 

② おおむね生後６か月以上の飼い主のいない猫に不妊手術を受けさせる者 

③ 高原町における税の滞納がない者 

④ 高原町暴力団排除条例第２条に該当しない者 

３ 申請方法 

 不妊手術実施後に補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町民課環境係

へ提出してください。 

 ①手術前の写真及び手術後に耳先カット施術を行ったことがわかる対象猫の

写真 

 ②誓約書（環境係の窓口でお渡しします） 

 ③町税を滞納していないことがわかる資料（税務課にて発行） 

 ④不妊手術を行ったことがわかる領収書 

その他、詳しい内容は下記までお問い合わせください。 

問 町民課 環境係 ☎0984-42-1067（内線：160） 
 

脳活教室開講と受講生募集のお知らせ 
 脳活とは、簡単な計算や読み書きの問題を解くことにより、脳の活性化を図る

ものです。認知症の予防に非常に効果的とされています。ぜひ、教室サポーター

と一緒に楽しく学習しましょう。 

〇開催日時……７月～１１月開講予定（開講日時は後日お知らせします。） 

〇開催場所……総合保健福祉センター ほほえみ館 中研修室 

〇受講料 ……２,４７５円／月（町が１,２７５円を助成しますので、自己負 

担は１,２００円となります。） 

〇参加条件……「開催場所」まで来ることが可能な方 

〇参加定員……１５人 

〇参加方法……ご希望の方はお早めに下記連絡先までご連絡ください。締め切り

は５月２９日（金）です。 

※皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

問 福祉課 高齢者あんしん係 ☎0984-42-2581（内線：452） 
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第十二回特別弔慰金支給について 
 先の大戦において公務等のため国に殉じられた軍人・軍属等のご遺族に対し、国から特別

弔慰金が支給されます。 

第十二回特別弔慰金については、額面 27．5万円（５年償還）の記名国債が交付されま

す。 

○第十二回特別弔慰金の対象者 

 戦没者の死亡当時のご遺族で、令和７年４月１日（基準日）において、「恩給法による公務

扶助料」や「戦傷病者戦没者等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）

がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。 

１ 令和７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得し

た方 

２ 戦没者等の子 

３ 戦没者等と死亡当時生計関係を有していた 

（１）父母 

（２）孫 

（３）祖父母  

（４）兄弟姉妹 

４ 戦没者等と死亡当時生計関係を有していない 

 （１）父母 

 （２）孫 

（３）祖父母 

（４）兄弟姉妹   

５ 上記１～４以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等） 

（戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた方で、戦没者等の葬

儀を行った方に限ります。） 

○請求に必要な書類 

 福祉係で準備している書類 

 １ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書 

 ２ 戦没者等の遺族の現況等についての申立書 

 その他提出が必要な書類 

 １ 令和７年４月１日（基準日）現在の請求者の戸籍抄本 

  ２ その他必要な戸籍書類等…請求者により提出していただく書類が異なります。 

 ３ 本人確認書類（運転免許証やマイナンバーカード等） 

 ４ 代理で請求の場合は、代理の方の本人確認書類 

○請求期間 

 令和７年４月１日から令和 10年３月 31日まで 

※請求期間が過ぎると受給できませんのでご注意ください。 

問 福祉課 福祉係 ☎0984-21-2422（内線：451） 
 

高原町高齢者保健福祉計画等運営協議会の委員公募のお知らせ 
 高齢者保健福祉計画・第 10 期介護保険事業計画・認知症施策推進計画を策定

するにあたり、サービス利用者の立場から公益性のある意見、提案を計画に反映

させることを目的に委員を公募します。 

〇募集人数……２名以内 

〇任期……委嘱の日から令和 11年３月 31日まで 
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〇会議開催予定数 ……令和８年度：１回１時間から１時間 30 分程度の会議 

                （年４回程度） 

     令和９年度、令和 10年度：１回１時間程度の会議（年 1回程度） 

〇報酬……2,000円（１回） 

〇応募資格……⑴ 高原町介護保険被保険者の資格を任期の終了日まで有する   

        見込みがある者 

       ⑵ 基準日（令和８年５月 29日（金））において満 40歳以上の  

        者 

       ⑶ 町税等に滞納のない世帯に属する者 

       ⑷ 高原町の職員又は高原町議会議員でない者 

〇選考方法……書類審査により決定（選考結果は、各応募者に通知し、公表しま

せん。） 

〇公募期間……５月１日（金）から５月 29 日（金）まで 

 

※応募申込書については、下の二次元コード（URL）からダウンロードしてくだ 

 さい。 

  https://www.town.takaharu.lg.jp/soshiki/20230403/304824.html

 
 

問 福祉課 高齢者あんしん係 ☎0984-42-2550（内線：452） 
 

令和８年度 乳幼児もぐもぐ大好き教室について 
 もうすぐ離乳食がはじまる方、現在離乳食に挑戦中の方など、乳幼児と保護者

を対象に「乳幼児もぐもぐ大好き教室」を実施します。この教室では、離乳食を

進めるために必要な知識をご紹介します。 

ご希望の方は、ぜひお申込みください。 

１ 日時     令和８年６月３日（水） 

10：00から 11：30 

２ 場所     ほほえみ館 和室 

３ 対象者    乳幼児と保護者 

４ 持参する物  母子健康手帳、乳幼児のスタイ・エプロンなど 

５ 自己負担   無料 

 お申し込みは５月 22 日（金）までに下記までお電話ください。 

 ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

 

問 健康課 健康推進係 ☎0984-42-4820（内線：456） 
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高齢者帯状疱疹・肺炎球菌予防接種の実施医療機関について 
 ４月上旬から、「高齢者帯状疱疹予防接種（今年度 65・70・75・80・85・90・95・100 歳にな

る方）」と「高齢者肺炎球菌予防接種（誕生日を迎え 65歳になる方）」の助成対象の方へ、順次

案内文書を発送しております。 

案内文書に「予防接種実施医療機関一覧」を掲載していますが、えびの共立病院が令和８年

６月 30日に閉院することになりました。閉院日までは予防接種の実施が可能です。えびの共立

病院での予防接種をご希望の方はご留意いただきますようよろしくお願いいたします。 

予防接種実施医療機関は下の表のとおりです。 

 

肺

炎

球

菌 

帯

状

疱

疹

生 

帯

状

疱

疹

組

換

え 

医 療 機 関 名  

肺

炎

球

菌 

帯

状

疱

疹

生 

帯

状

疱

疹

組

換

え 

医 療 機 関 名 

高

原

町 

● ● ● 川 井 田 医 院 

小

林

市 

 

● ● ● 槇 内 視 鏡 内 科 医 院 

● ● ● ふきやま霧島東麓クリニック ● ● ● 宮 崎 医 院 

● ● ● 国 民 健 康 保 険 高 原 病 院 ● ● ● よしむら循環器内科ｸﾘﾆｯｸ 

 

 

 

小

林

市 

 

● ● ● 池 井 病 院 ● ● ● 和 田 ク リ ニ ッ ク 

● ● ● 上 田 内 科 ● ● ● 押 川 病 院 

●  ● 沖 内 科 ・ 小 児 科 医 院 ● ● ● 野 尻 中 央 病 院 

● ● ● くすもと内科クリニック 

え

び

の

市 

● ● ● い し ざ わ 循 環 器 内 科 

●  ● 桑 原 記 念 病 院 ● ● ● えびの眼科こだま小児科医院 

● ● ● 小 林 市 立 須 木 診 療 所 
●  ● 

え び の 共 立 病 院 

※ 6 月末まで ● ● ● 小林泌尿器科クリニック 

● ● ● す わ ク リ ニ ッ ク ● ● ● え び の 市 立 病 院 

●  ● 整 形 外 科 押 領 司 病 院 ● ● ● えびのセントロクリニック 

  ● 整 形 外 科 前 原 病 院 ● ●  え び の 第 一 ク リ ニ ッ ク 

● ● ● 園 田 病 院 ● ● ● 京 町 温 泉 ク リ ニ ッ ク 

 ● ● 髙 﨑 皮 膚 科 医 院 ● ●  京 町 共 立 ク リ ニ ッ ク 

● ● ● 西 小 林 診 療 所 ● ● ● 杉 原 耳 鼻 咽 喉 科 

● ● ● 柊 山 医 院 ● ●  丹 医 院 

●  ● ほ り フ ァ ミ リ ー ｸ ﾘ ﾆ ｯ ｸ ● ● ● 前 田 医 院 

● ● ● 前 田 内 科 医 院 ● ● ● 若 葉 ク リ ニ ッ ク 

高齢者帯状疱疹・高齢者肺炎球菌予防接種について、ご不明な点等ございましたら下記まで

お問い合わせください。 

問 健康課 健康推進係 ☎0984-42-4820（内線：456） 
 

狩猟免許試験について 
令和８年度の狩猟試験について、試験日時及び試験会場をお知らせします。 

試験は年３回実施されます。 
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１回目 ６月２４日（水）宮崎県林業技術センター 

７月 １日（水）宮崎県庁７号館、延岡市中小企業振興センター、 

宮崎県北諸県農業改良普及センター 

２回目 ９月 ３日（木）児湯農業改良普及センター 

９月 ６日（日）宮崎県庁７号館、延岡中小企業振興センター 

３回目 １月２４日（日）宮崎県庁７号館、宮崎県都城総合庁舎 

 各回で申込期間があります。 

 申込は宮崎県西諸県農林振興局が窓口となっております。申請書等も宮崎県西

諸県農林振興局で受け取れますのでお問い合わせください。病院での診断書も必

要となりますので、受験を予定されている方は早めに申請をお願いします。 

なお、相談、不明な点がありましたら、担当までお問い合わせください。 

問 農地林務課 林務係 ☎0984-42-5134（内線：245） 
 

町営住宅の入居者募集について 
次のとおり、町営住宅の入居者を募集します。 

●入居者を募集する住宅 

〇鹿児山団地  

昭和 57年棟  ３Ｋ  ７戸 月額使用料 18,400 円～27,300 円 

昭和 58年棟  ３Ｋ  ５戸 月額使用料 18,900 円～28,100 円 

※月額使用料（家賃）は、居住者全員の所得の合計額により増減します。 

また、月額使用料の３か月分を敷金としてあらかじめ納付する必要があり

ます。 

●申込受付期間 

令和８年５月７日（木）から令和８年５月 15日（金）まで 

午前８時 30分から午後５時 15分まで（ただし、閉庁日を除く。） 

●申込場所  高原町役場 1階 建設水道課 

●入居の条件 

次の全ての条件を満たす必要があります。 

〇 現在住宅に困っていること。 

※持ち家のある方や既に公営住宅居住の方は入居できません。 

〇 ひと月あたりの世帯全員の所得の合計額が公営住宅入居資格基準

（158,000 円）以下であること。 

〇 市区町村税、その他本町の納付金等を滞納していないこと。 

〇 入居申込者、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。 

●入居決定 

申込者多数の場合は、抽選となります。日程等については、次のとおりです。 

〇 抽選日時：令和８年５月 18日（月）午後４時 

〇 抽選場所：高原町役場第２会議室 （正面玄関入って右側） 

  ※抽選不参加の場合、申し込みは無効となりますのでご注意ください。 

●その他 

〇 入居時に必ず住民自治組織（区・班）に加入してください。 
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 〇 許可を得ないで同居人を居住させることは禁止されています。 

〇 住宅内外でのイヌ、ネコ等の飼育は禁止されています。 

〇 入居者が町営住宅を引き続き 15日以上使用しないときは、届け出が必要 

となります。 

 〇 上記公募期間外でも公募済みの住宅に関しては、随時入居申請を受け付 

けておりますので、下記電話番号にてご相談ください。 

問 建設水道課 管理係 ☎0984-42-4960 （内線：143） 
 

令和８年度第１回ＳＷＣ健幸グラウンド・ゴルフ大会（通算 12回
目）の開催について 

 高原町では、健幸なまちづくりを目指し、ＳＷＣ（スマートウエルネスシティ）推進事業

に取り組んでいます。その一環として、令和８年度第１回ＳＷＣ健幸グラウンド・ゴルフ大

会を下記のとおり実施します。 

グラウンド・ゴルフは、幼児から高齢者に至るまで誰もが気軽に取り組めるスポーツであ

り、介護予防及び健康（心と体）維持を目的として実施するものです。 

年間４回（５月、９月、11月、３月）を予定しており、いつでも参加可能です。 

 特に初心者の方は大歓迎です。たくさんの参加者をお待ちしております。 

記 

１ 日  時  令和８年５月２１日（木） 

【受 付】午前８時００分～ 

【開会式】午前８時３０分～ 【開 始】午前９時００分～ 

２ 場  所  高原町総合運動公園多目的芝生広場 

３ 対 象 者  町内在住者 

４ 参 加 費  無料 

５ 主  催  高原町  

６ 主  管  高原町グラウンド・ゴルフ協会 

 ７ 申込期限  令和８年５月１５日（金） 

 ８ 申込内容  ４名～６名のチームを基本とします。３名のチーム編成も可能です。ただ

し、混成チームとなる場合がございますので、御了承ください。 

９ 申込方法  「チーム名」および選手の「氏名・住所・年齢・性別・電話番号」を以下

の方法で教育総務課社会教育係までお知らせください。 

(1)直接申込 （高原町中央公民館にて申込記入） 

(2)メール申込（kyousou@town.takaharu.lg.jp） 

※メールでの申込みの場合は、任意様式でも構いませんが、必ず「健幸グ

ラウンド・ゴルフ大会の申込」と分かるように表題を御記入ください。

第２回目以降の大会も随時お知らせいたします。 

※ＦＡＸでの申込みは受付けておりませんので御注意ください。 

※チーム編成の効率化を図るために、各地区のリーダーが分かる方はリー

ダーに直接電話で参加の可否をお伝えください。 

※ 熱中症対策として、各自水筒を御持参の上、こまめに水分を取られるようにお願いいた

します。 

※ 個人（1名）での申込みも可能ですので、下記まで御連絡ください。 

問 教育総務課 社会教育係 ☎0984-42-1484（内線：415） 
 

 

mailto:kyousou@town.takaharu.lg.jp
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回 覧  

 

 

令和８年５月１日  

 

  町民各位 

 

高原町長   丸山 裕次郎  

 

 

令和８年度高原町職員採用試験実施要領 

 

 

１  採用試験の種類、職種、採用予定人員及び職務の内容 

試験は、次の職種ごとに行いますが、このうち希望するいずれか一つだけ受験できま

す。 

なお、受付締め切り後は職種の変更はできません。 

種類 職 種 採用予定人員 職 務 の 内 容 

初級 一般事務（Ａ） 若干名 
町長部局等に勤務し、主に一般事務・技術の

業務に従事します。 

初級 土木（Ｂ） 若干名 
町長部局等に勤務し、主に土木業務に従事

します。 

初級 建築（Ｃ） 若干名 
町長部局等に勤務し、主に建築業務に従事

します。 

初級 保健師（Ｄ） 若干名 
町長部局等に勤務し、主に保健師業務に従

事します。 

社会人 一般事務（Ｔ） 若干名 
町長部局等に勤務し、主に一般事務・技術の

業務に従事します。 

 

２  受験資格 

（１）年齢等 

職 種 受 験 資 格 

一般事務（Ａ） 平成 ９年４月２日から平成２０年４月１日までに生まれた者 

土木（Ｂ） 昭和６１年４月２日以降に生まれた者 

建築（Ｃ） 昭和６１年４月２日以降に生まれた者 

保健師（Ｄ） 昭和６１年４月２日以降に生まれた者 

一般事務（Ｔ） 

昭和６１年４月２日から平成１６年４月１日までに生まれた者

で、民間企業等若しくは国又は地方公共団体での職務の経験が

ある者（非常勤の職での勤務も含む） 
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（２）資 格 

 ① 土木（Ｂ）は、以下のいずれの要件も満たす者 

  ア 大学（短期大学を含む。）、高等専門学校又は専修学校（専門士を取得できる課程に

限る。）において、土木に関する学科又は課程を修めて卒業した者（令和９年３月末

日までに卒業見込みのものを含む。）。 

  イ ２級土木施工管理技士の資格を有する者又はこれと同等以上の資格を有する者（令

和８年度の試験において取得見込みの者を含む。）。 

 ② 建築（Ｃ）は、以下のいずれの要件も満たす者 

ア 大学（短期大学を含む。）、高等専門学校又は専修学校（専門士を取得できる課程

に限る。）において、建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者（令和９年３月

末日までに卒業見込みの者を含む。）。 

イ ２級建築士又は２級建築施工管理技士の資格を有する者又はこれらと同等以上の

資格を有する者（令和８年度の試験において取得見込みの者を含む。）。 

③ 保健師（Ｄ）は、保健師の資格を有する者（令和８年度の試験において取得見込み 

の者を含む。）に限ります。 

④ 一般事務（Ｔ）は、令和９年３月３１日までに、同一企業等における職務経験が連 

続して３年以上、かつ、週の正規勤務時間が３０時間以上の勤務の者（育児休業、休

職及び停職期間を除く。）。 

※ 最終合格決定後に、職務経験期間に係る証明書類を提出していただきます。 

 

（３）次のうちいずれか一つに該当する者は受験できません。 

ア 日本国籍を有しない者 

イ 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな 

くなるまでの者 

ウ 高原町職員として懲戒免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力 

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３  試験の日時、場所及び合格発表 

（１）一般事務及び保健師 

試 験 試験の日時 試 験 場 合格発表 

１次試験 

令和８年７月１２日（日） 

７：３０  受付開始 

８：１０  着席 

８：３０ 試験開始 

１１：５０ 試験終了 

高原町総合保健福祉セン

ターほほえみ館 

 

宮崎県西諸県郡高原町 

大字西麓３６０番地１ 

８月上旬までに

役場前掲示板、

ホームページに

掲示するほか合

格者に通知しま

す。 

２次試験 
８月上旬以降に１次試験合格

者に対して行います。 

高原町役場２階会議室 

 

宮崎県西諸県郡高原町 

大字西麓８９９番地 

８月中旬までに

役場前掲示板、

ホームページに

掲示するほか合

格者に通知しま

す。 

 ＊ 試験中は携帯電話の電源を切り、バッグ等にしまってください。 



3 

 

（２）土木及び建築 

試 験 試験の日時 試 験 場 合格発表 

１次試験 

令和８年７月１２日（日） 

７：３０  受付開始 

８：１０  着席 

８：３０ 試験開始 

１２：３０ 昼食 

１３：２５ 着席 

１３：４０ 試験開始 

１４：３５ 試験終了 

高原町総合保健福祉セン

ターほほえみ館 

 

宮崎県西諸県郡高原町 

大字西麓３６０番地１ 

８月上旬までに

役場前掲示板、

ホームページに

掲示するほか合

格者に通知しま

す。 

２次試験 
８月上旬以降に１次試験合格

者に対して行います。 

高原町役場２階会議室 

 

宮崎県西諸県郡高原町 

大字西麓８９９番地 

８月中旬までに

役場前掲示板、

ホームページに

掲示するほか合

格者に通知しま

す。 

 ＊ 試験中は携帯電話の電源を切り、バッグ等にしまってください。 

 

４  試験の方法 

    試験については、高等学校卒業程度の試験を次のとおり実施します。 

試 験 試験科目 時間 内   容 

１次試験 

教養試験 １２０分 

時事、社会・人文に関する一般知識を問う

問題（１３題）（「自然に関する一般知識」の

出題はありません。） 

文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関す

る能力を問う問題（２７題） 

職場適応性検査 ２０分 

公務員としての職業生活への適応性につい

て、職務への対応や対人関係面での性格特

性を詳しくみる検査 

性格特性検査 ２０分 
公務員に求められる六つの基礎的な性格特

性をみる検査 

専門試験 

（土木・建築のみ） 
９０分 

種類に応じた専門的知識、技術その他の能

力についての多枝選択式による筆記試験

（３０題） 

※出題分野は別表のとおり 

２次試験 
作文試験 ９０分 

表現力、課題に対する理解力その他の能力

についての記述式による筆記試験 

人物試験 ― 面接試験 
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別表 

試験の種類 出 題 分 野 

土木 
数学・物理・情報、土木構造設計（構造力学、構造設計）、土木基

礎力学（水理学、土質力学）、測量、社会基盤工学、土木施工 

建築 
数学・物理・情報、建築構造設計、建築構造、建築計画、建築法

規、建築施工 

 

５  受験手続 

（１）受験申込み 

     受験の申込みは、原則インターネットのみの受付となります。高原町ホームページ

の「令和８年度高原町職員採用試験受験申込」から行ってください。 

   インターネット申請が難しい場合は、（４）に記載のお問合せ先へ電話にてご連絡く

ださい。 

   ※６ページから９ページの「インターネットによる受験手続方法」を参照してくだ

さい。 

 

   「インターネット申請による申込み（外部リンク）」をクリックし、システムのガイ

ドに沿って受付期間中に申込みを行ってください。 

   また、申込みは「仮登録」と「本登録」の２段階方式となっています。「本登録」の

受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛に「申込完了のお知らせ」の電子メー

ルが自動送信されます。この電子メールが届かない場合は、必ず受付期間中の８時３

０分から１７時１５分まで（土曜・日曜・祝日を除く。）に、（４）に記載のお問合せ

先へ電話にてご連絡ください。 

 

（２）受付期間 

５月７日（木）の８：３０から５月２９日（金）の１７：１５まで 

受付期間終了直前はサーバーが混み合う可能性がありますので、余裕をもって早めに

申込手続を行ってください。 

 

（３）受験票の交付 

      受付期間終了後に登録されたメールアドレス宛に「受験票交付のお知らせ」の電子

メールを送信します。６月３日（水）を過ぎても電子メールが届かない場合には、（４）

に記載のお問合せ先へ電話にてご連絡ください。 

  「受験票交付のお知らせ」の電子メールが届いたら、申込書サイトのマイページにロ

グインし、受験票をダウンロードして印刷してください。 

印刷した受験票は、記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、申込

者本人が署名して１次試験の際に必ず持参してください。 

 

（４）お問合せ先 

   高原町役場 総務課 行政係 

   住 所 〒８８９－４４９２  宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

   ＴＥＬ ０９８４－４２－２１１２（内２１１） 

    E-mail  syokuinsaiyo@town.takaharu.lg.jp 

 

mailto:syokuinsaiyo@town.takaharu.lg.jp
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６  合格から採用まで 

最終合格者は職種ごとに決定され、それぞれの採用候補者名簿に登載され、そのうち

から任命権者によって採用が決定されます。 

この名簿からの採用は原則として令和９年４月１日以降ですが、場合によっては、そ

れ以前に採用されることがあります。 

なお、合格者は採用予定数より多く決定されますので、試験に合格しても採用されな

い場合があります。 

 

７ 給与等 

（１）給与 

高原町の「一般職の職員の給与に関する条例」に基づいて給料が支給されるほか、

通勤手当、扶養手当、住居手当等がそれぞれの支給要件に応じて支給されます。  

 

（２）勤務条件・休暇等 

勤務時間は、１日７時間４５分、原則として土曜日・日曜日及び国民の祝日に関す

る法律に規定する休日は休みとなります。 

休暇には、年２０日の年次休暇（４月採用者は、初年度については１５日）のほか

主なものに次のような有給休暇があります。 

    夏季休暇…５日間   結婚休暇…５日間   病気休暇…最高９０日間 

 

８ 試験関係情報の提供（緊急連絡）について 

災害等による試験日程の変更やその他の緊急連絡を高原町ホームページに掲載するこ

とがあります。 

 

   高原町ホームページアドレス 

     http://www.town.takaharu.lg.jp/                            
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インターネットによる受験手続方法 
 

申込みは原則として、インターネットでのみ受け付けます。 

インターネットによる申込みが難しい場合は、高原町総務課へ電話にてお問い合わせく

ださい。お問い合わせ及び申込みに係る通信料は各個人のご負担になります。 

なお、使用される機器や通信回線の障害等によるトラブルについては、一切責任を負い

ません。 

 

【受験申込みに必要なもの】 

 

（１）パソコン、スマートフォン 

※ 推奨環境は「Google Chrome最新版」で、「JavaScript」の使用設定が必要です。 

※ PDFファイルを閲覧できる「Adobe Acrobat Reader（Ver.５.０以上）」が必要 

です。 

※ スマートフォン以外の携帯電話には対応していません。 

 

（２）本人のメールアドレス 

ドメイン指定等の受信制限をされている場合は、@bsmrt.bizからの電子メールを受

信できるように設定してください。 

 

（３）本人の顔写真のデータ 

ファイルの形式は、JPEG、JPGのいずれかにより、添付可能ファイルサイズは、高さ

５６０×幅４２０ピクセル（画像の比率がおよそタテ４：ヨコ３になるように調整し

てください。）、サイズは 3MB以内です。 

 

（４）受験票の印刷 

プリンタ又は、コンビニ、印刷会社のプリントサービス等をご利用ください。 

 

 

【受験申込手順】 

 

（１）申込サイトへアクセス 

 

高原町ホームページの「令和８年度高原町職員採用試験受験申込」から行ってくだ

さい。 

   ※５月７日（木）から掲載されます。 

 

    高原町ホームページアドレス 

     http://www.town.takaharu.lg.jp/                            
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（２）仮登録 

 

① 申込サイト利用規約をお読みいただき、同意の上、仮登録画面に進んでください。 

 

② 設問に従い、必須事項を全て入力してください。 

 

③ 入力完了後、入力事項確認画面において内容に誤りがないか確認の上、パスワー

ドを設定してください。 

※ パスワードは、英小文字、英大文字、数字、記号を２種類以上組み合わせて８

字以上２０字以内で設定してください。 

※ パスワードは忘れないように、必ずメモ又は画面印刷等により保存をしてくだ

さい。パスワード忘れなどによる申込みの遅滞については、責任を負いかねま

す。 

※ システムの都合上、一定時間を過ぎると通信が切断されることがあります。す

べての項目を入力して「登録」をクリックし、登録が完了したことを示す画面を

確認してください。登録完了を示す画面が表示されない場合は、再度登録作業を

行ってください。 

 

 

（３）マイページへログイン 

 

① 仮登録で入力したメールアドレス宛てに「仮登録完了のお知らせ」の電子メール

が届いているか確認してください。 

 

② メール本文中に「ログイン ID」が記載されていますので、メモ又は画面印刷等

により必ず控えてください。 

 

③ メール本文内の URL にアクセスし、ログイン ID と仮登録で設定したパスワード

を入力し、申込サイトのマイページにログインしてください。 

 

 

（４）本登録 

 

① 受験者のマイページの「エントリー」から、住所や学歴などの入力を行ってくだ

さい。入力した内容によりエントリーシートが作成されます。 

 

※ 必須項目は必ず入力してください。任意項目も該当がある場合は必ず入力して

ください。 

※ 回答の内容に不備がないように設問をよく読み入力を行ってください。 

※ 入力途中で、一時保存することができます（最下部まで、スクロールし『一時

保存』を選択する）。 

  一時保存された情報を管理者側で確認することはできません。  
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② 顔写真をアップロードしてください。 

※ 写真データは、本人確認のために使用する重要なものです。印刷した写真を撮

影したもの、背景が無地でないものは使用しないでください。 

※ 自撮りの写真は、使用しないでください。 

※ 最近６か月以内に撮影した、脱帽、正面向きの画像データをタテ表示となるよ

うにアップロードしてください。 

※ ファイルの形式は、画像（JPEG、JPG）のいずれかとなります。 

※ 添付可能ファイルサイズは、高さ５６０×幅４２０ピクセル 

※ 一部のスマートフォンでは、アップロードできない場合があります。その場合

は、PCからアクセスしアップロードしてください。 

 

③ 身体に障がいがある人などで、配慮が必要な場合は申込サイト上の「試験等の配

慮（自由記述欄）」に入力してください。 

 

④ 入力内容を再度確認してください。 

 ※ 全ての項目を入力し「入力内容を確認する（本登録）」を選択します。 

   入力に不備が無い場合は、ポップアップ画面にて入力内容を確認することがで

きます。 

 

⑤ 入力内容に問題がなければ「エントリー」を選択して登録を確定してください。 

※ 登録完了を示す画面が表示されない場合は、再度登録作業を行ってください。 

 

（５）申込完了 

 

上記手順（１）～（４）の全てが正常に終了したら、申込完了となります。 

 

① 申込完了後、登録されたメールアドレス宛てに「申込完了のお知らせ」の電子

メールが自動送信されます。 

※ 電子メールが届かない場合は、必ず高原町総務課（TEL ０９８４－４２－２１

１２）へ電話にてお問い合わせください。 

 

② 入力内容はマイページの「レジュメ PDF」から確認することができます。 

 

③ 申込受付期間中であれば職種以外の内容は訂正することができます。 

※ 職種を変更する場合、申込みの取消はできませんので、再度別の職種で仮登録

から改めて申込みを行ってください。 

 

④ 申込内容に不明な点がある場合、高原町総務課から電話又は電子メールで問い合

わせをすることがあります。その場合は、「マイページ」にログインし内容を確認

の上、申込内容の訂正を行ってください。  
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（６）受験票の印刷 

 

① 受験申込受付期間終了後、登録されたメールアドレス宛てに「受験票交付のお知

らせ」の電子メールを送信します。電子メールが届いたら「マイページ」にログイ

ンしてください。 

※ ６月３日（水）を過ぎても「受験票交付のお知らせ」が届かない場合には、必

ず高原町総務課（TEL ０９８４－４２－２１１２）へご連絡ください。 

 

② 「受験票」を選択し、ご自身の受験票をＡ４サイズの用紙に印刷（白黒印刷可）

してください。試験名、試験区分、受験番号、氏名（試験会場等）及びご自身の顔

写真が印刷されていることを確認してください。 

 

③ 受験票に記載されている事項及び試験案内の受験資格を再度確認し、確認した年

月日を記入の上、申込者本人が署名して１次試験の際に必ず持参してください。 

 

 

 







事 務 連 絡  

令和 8 年５月１日  

 後川内地区住民の皆様 

 

うしとぐっベース事務局    

 

「うしとぐっベース」（後川内まちづくり協議会）の運営委員会の御案内 

 

 地域住民で後川内地区での困り事や課題を解決するために取り組む「うしと

ぐっベース」（後川内まちづくり協議会）の５月運営委員会を開催します。これ

までの取組内容は裏面「UGB便り」に掲載していますので、ぜひご覧ください。 

 

 

１ 開催日時・場所 

日時：令和８年５月 21日（木）19：00～ 

場所：うしとぐっベース（旧後川内小学校） 

 内容：①令和８年度の活動後川内小学校の活用について 

②補助金の使い道について 

    ③その他 

     

 

 

２ 参加方法 

  事前申し込みは不要です。上記の開催日時・場所にお越しください。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問合せ先 

うしとぐっベース事務局 

（高原町企画政策課内）42-2115 



U G B 便り
ジーユー ビー

うしとぐっベース（後 Good Base)

（後第1号（Ｒ８．5.1）
発行:うしとぐっベース

高原町役場企画政策

設立総会がありました

多くの地域の方が参加され、
全ての議案に承認いただき、
うしとぐっベースが設立しまし
た。

ユー ジー ビー

第1号（R8．5.1）
発行：うしとぐっベース事務局

高原町役場企画政策課（0984‐42‐2115）

環境整備のための機械
が揃い、美化活動に努
めます。

以下の環境整備に利用します
・ 鳥獣部会が行う各地区の防護柵設置場
 所の環境整備
・ 子供たちの遊び場や後川内夏祭りなど
 の小中学校のグラウンドの草刈り

総会の様子
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